
目

次

訓

令

○
青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
六
項
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
同
号
ニ
中

「
東
青
地
域
県
民
局
、
」
を
削
り
、
同
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

東
青
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
地
域
健
康
福
祉
部
長
が
不
在
の
と
き
は
当
該
事
務
を
担

当
す
る
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
又
は
こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
長

が
、
地
域
健
康
福
祉
部
長
並
び
に
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室

長
、
福
祉
総
室
長
及
び
こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
当
該
事
務
を
担

当
す
る
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
、
福
祉
総
室
又
は
こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
の
次
長
が

そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
十
二
条
第
六
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
東
青

地
域
県
民
局
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
及
び
こ
ど
も
女
性
相
談

総
室
長
が
不
在
の
と
き
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る
保
健
総
室
、
福
祉
総
室
又
は
こ
ど
も
女
性
相

談
総
室
の
次
長
が
、
東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
及
び

こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
長
並
び
に
当
該
事
務
を
担
当
す
る
保
健
総
室
、
福
祉
総
室
及
び
こ
ど
も

女
性
相
談
総
室
の
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
健
康
福
祉
部
長
の
承
認
を
得
て

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
長
が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

別
表
第
一
各
課
共
通
（
各
課
専
決
事
項
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
の
項
の
部
長
専

決
事
項
の
欄
の
第
十
四
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
課
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
同
項
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
四
十
一
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
四
十
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

後
援
名
義
の
使
用
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
総
務
学
事
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と

し
、
同
表
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
の
第
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
チ
か
ら
ヌ
ま
で
及
び
第
三
号
の

部
長
専
決
事
項
の
欄
チ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第

五
十
四
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
の
第
二
十
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

「
及
び
児
童
相
談
所
に
」
を
「
、
児
童
相
談
所
及
び
婦
人
相
談
所
に
」
に
、
「
及
び
児
童
相
談
所
の

項
」
を
「
、
児
童
相
談
所
の
項
及
び
青
森
県
女
性
相
談
所
の
項
」
に
改
め
、
同
表
が
ん
・
生
活
習
慣

病
対
策
課
の
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
支
給

認
定
の
取
消
し
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
三
条
の
規

イ

第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
医

療
機
関
の
指
定
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
六
条
第
一
項
の

青
森
県
報
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定
に
よ
る
指
定
医
療

機
関
の
指
定
の
取
消

し
及
び
効
力
の
停
止

に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
社

会
保
険
診
療
報
酬
支

払
基
金
等
へ
の
支
払

の
事
務
の
委
託
に
関

す
る
こ
と
。

ニ

第
三
十
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
費
用

（
介
護
保
険
の
保
険

給
付
の
対
象
と
な
る

医
療
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
の
交
付
に

係
る
支
出
負
担
行
為

に
関
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
る
指
定
医

の
指
定
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
支
給
認

定
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
支
給
認

定
の
変
更
の
認
定
に

関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定

医
療
機
関
の
指
定
の

更
新
に
関
す
る
こ

と
。

ヘ

第
二
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
指

定
医
療
機
関
の
開
設

者
等
か
ら
の
報
告
等

の
徴
収
及
び
出
頭
の

要
求
に
関
す
る
こ

と
。

ト

第
二
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
指

定
医
療
機
関
に
対
す

る
支
払
の
一
時
差
止

め
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
二
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特

定
医
療
費
の
額
の
決

定
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
三
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
官
公
署
に

対
す
る
資
料
の
提
供

等
の
要
求
に
関
す
る

こ
と
。

四

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚

生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
条
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
指
定
医

の
指
定
の
取
消
し
及

び
効
力
の
停
止
に
関

す
る
こ
と
。

イ

第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
指
定

医
の
指
定
の
更
新
に

関
す
る
こ
と
。

五

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七

号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
指
定

医
療
機
関
の
指
定
の

取
消
し
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
十
三
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
指
定

医
療
機
関
の
指
導
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
九
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
被
爆

者
一
般
疾
病
医
療
機

関
の
指
定
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

イ

第
二
条
の
規
定
に

よ
る
被
爆
者
健
康
手

帳
の
交
付
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
七
条
の
規
定
に

よ
る
被
爆
者
の
健
康

診
断
の
実
施
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定

医
療
機
関
の
指
定
に

関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
被
爆

者
一
般
疾
病
医
療
機

関
の
指
定
に
関
す
る

こ
と
。
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ホ

第
二
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
医

療
特
別
手
当
の
支
給

及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
に

関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特

別
手
当
の
支
給
及
び

同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
認
定
に
関
す

る
こ
と
。

ト

第
二
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
健

康
管
理
手
当
の
支
給

及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
に

関
す
る
こ
と
。

チ

第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
手
当

の
支
給
の
一
時
差
止

め
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
三
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
介
護
手
当

の
支
給
に
関
す
る
こ

と
。

ヌ

第
三
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
葬
祭
料
の

支
給
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
医
療
薬
務
課
の
項
の
第
十
五
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
ニ
中
「
第
十
四
条
第
六
項
」
を

「
第
十
四
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
欄
ヲ
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
の
第
二
十

一
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
表
保
健
衛
生
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
中
「
第
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
十
四

条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
ハ
中
「
第
十
四
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第
十
四
条
の
二
第
八
項
」
に
改

め
、
同
欄
ニ
中
「
第
十
六
条
の
二
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
課
長
専
決
事

項
の
欄
イ
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
十
二
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
か
ら
第
六

号
ま
で
を
削
り
、
第
七
号
を
第
四
号
と
し
、
第
八
号
を
第
五
号
と
し
、
第
九
号
を
第
六
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五

十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
適
合

施
設
の
認
定
の
取
消

し
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
十
八
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
輸

出
証
明
書
の
発
行
又

は
適
合
施
設
の
認
定

の
取
消
し
に
関
す
る

こ
と
。

イ

第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
適
合

施
設
の
認
定
及
び
同

条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
確
認
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
三
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
適

合
施
設
の
設
置
者
等

か
ら
の
報
告
等
の
徴

収
、
立
入
調
査
及
び

質
問
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
保
健
衛
生
課
の
項
中
第
十
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
二
号

を
第
十
号
と
し
、
同
項
の
第
十
三
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
か
ら

ト
ま
で
を
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
と
し
、
チ
を
削
り
、
リ
を
ト
と
し
、
ヌ
を
チ
と
し
、
ル
を
リ
と
し
、
同
号

の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
を
同
欄
ハ
と
し
、
同
欄
に
イ
及
び
ロ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
鳥
処
理
場
の
構
造
又
は
設
備
の
変
更
の
許
可
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。
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別
表
第
一
保
健
衛
生
課
の
項
の
第
十
三
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
及
び
質
問
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
保
健
衛
生
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で

を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
八

号
と
し
、
同
表
地
域
産
業
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号

と
し
、
同
表
食
の
安
全
・
安
心
推
進
課
の
項
の
第
三
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に

改
め
、
同
表
団
体
経
営
改
善
課
の
項
の
第
四
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
議
決
」
を
「
決

議
」
に
改
め
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
を
削
り
、
同
表
構
造
政
策
課
の
項
の
第
九
号
の
部
長

専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
公
益
社
団
法
人
あ
お
も
り
農
林
業
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
公
益
社
団
法
人
あ

お
も
り
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
畜
産
課
の
項
の
第
五
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
チ

を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

チ

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
の
実
施
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
農
村
整
備
課
の
項
の
第
四
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
ロ
中
「
特
定
計
画
」
を
「
都
道

府
県
計
画
」
に
改
め
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ホ
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第

二
項
（
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
成
果
の
」

を
削
り
、
同
欄
ヘ
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
成
果
」
を
「
国
土
調
査

の
成
果
」
に
改
め
、
同
表
水
産
振
興
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
十
一
条
の

五
」
を
「
第
十
一
条
の
七
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第

十
一
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
ハ
中
「
第
十
一
条
の
十
二
た
だ
し
書
」
を
「
第

十
一
条
の
十
五
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
ニ
中
「
第
十
五
条
の
十
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第

十
五
条
の
十
九
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
ホ
中
「
第
十
五
条
の
十
二
第
二
項
た
だ
し
書
」

を
「
第
十
五
条
の
十
九
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
ヌ
中
「
議
決
等
」
を
「
決
議
等
」
に
改

め
、
同
欄
カ
を
削
り
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
一

条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
の
第

七
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
及
び
年
次
漁
獲
割
当
量

の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
七
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
ロ
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
、

第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
及
び
第
百
二
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第

九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
百
六
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
ロ
を
同
欄
ヌ
と
し
、
同
欄
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

第
二
十
七
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
停
泊
命
令
等
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
を
減
ず
る
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
の
条
件
の

付
加
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
に
よ
る
許
可

の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
の
取
消
し

等
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
場
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
水
面
漁
場
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
権
の
条
件
の
付
加
（
免
許
後
に
行
う
も
の
に
限

る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
七
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ル

第
百
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
七
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ル
中
「
第
百
二
十
九
条
第
一
項
」

を
「
第
百
七
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
ル
を
同
欄
マ
と
し
、
同
欄
ヌ
中
「
第
百
二
十
四
条
第
四

項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
ヌ
を
同
欄
ヤ
と
し
、
同
欄
リ
中
「
第
百
二
十
四
条

第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
リ
を
同
欄
ク
と
し
、
同
欄
チ
中
「
第
百
二
十

条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
二
十
二
条
」
を
「
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
」
に
、

「
立
入
」
を
「
立
入
り
」
に
改
め
、
同
チ
を
同
欄
オ
と
し
、
同
欄
ト
中
「
第
七
十
四
条
第
五
項
」
を

「
第
百
二
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
ト
を
同
欄
ノ
と
し
、
同
欄
ヘ
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
九

十
四
条
（
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
ヘ
を
同
欄
ツ
と
し
、
同
ツ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ネ

第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

ナ

第
百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
の
認
可
及
び
変
更

の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

ラ

第
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
活
動
へ
の
協
力
の
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

ム

第
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
活
動
の
休
止
及
び
廃
止
の
認
可
に
関
す
る
こ
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と
。

ウ

第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ヰ

第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
へ
の
参
加
の
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
七
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ホ
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
八

十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
休
業
中
の
漁
業
の

認
可
」
を
「
許
可
」
に
改
め
、
同
ホ
を
同
欄
ソ
と
し
、
同
欄
ニ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第

七
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
欄
タ
と
し
、
同
タ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

レ

第
七
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
個
別
漁
業
権
の
移
転
の
認
可
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
七
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
七

十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
欄
ヨ
と
し
、
同
欄
ロ
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十

二
条
第
六
項
」
に
、
「
漁
業
権
」
を
「
団
体
漁
業
権
」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
欄
カ
と
し
、
同
欄
イ
中

「
第
十
条
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
漁
業
権
」
を
「
漁
業
」
に
改
め
、
同
イ
を
同
欄
ワ

と
し
、
同
欄
に
イ
か
ら
ヲ
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
四
条
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
の
変
更
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
捕
の
停
止
等
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
指
示
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ル

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
措
置
及
び
申

請
す
べ
き
期
間
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
七
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
ホ
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
百

二
十
二
条
」
に
、
「
漁
具
」
を
「
漁
具
等
」
に
、
「
設
置
命
令
」
を
「
設
置
の
命
令
」
に
改
め
、
同

ホ
を
同
欄
チ
と
し
、
同
欄
ニ
を
削
り
、
同
欄
ハ
中
「
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
七
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
欄
ト
と
し
、
同
欄
ロ
中
「
第
八
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項
」
を
「
第
百
六

条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
欄
ヘ
と
し
、
同
欄
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ロ

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
評
価
の
要
請
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
起
業
の
認
可
に
関
す
る
こ

と
。

ホ

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
有
効
期
間

の
短
縮
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
七
号
を
同
項
の
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

七

漁
業
法
施
行
規
則
（
令
和
二
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す

る
次
の
こ
と
（
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所

長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

第
四
十
二
条
第
十

一
項
の
規
定
に
よ
る

特
定
水
産
動
植
物
の

採
捕
の
許
可
の
取
消

し
に
関
す
る
こ
と
。

イ

第
四
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特

定
水
産
動
植
物
の
採

捕
の
許
可
に
関
す
る

こ
と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

青
森
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
水
産
事
務
所
の
水

産
事
務
所
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

第
二
十
三
条
第
一

項
（
第
三
十
三
条
第

十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
許
可
等
の
取
消
し

イ

第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
起
業

の
認
可
の
変
更
の
許

可
に
関
す
る
こ
と
。

イ

第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
採

捕
の
許
可
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
四
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
漁
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等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
十
三
条
第
七

項
並
び
に
同
条
第
十

三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
二
十
二
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
採
捕
の

許
可
の
取
消
し
等
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
三
条
第
十

三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
許

可
の
条
件
の
付
加
に

関
す
る
こ
と
。

ニ

第
五
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
乗
組

み
の
制
限
及
び
禁
止

に
関
す
る
こ
と
。

場
内
の
岩
礁
破
砕
等

の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
試

験
研
究
等
の
た
め
の

水
産
動
植
物
の
採
捕

の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

第
四
十
八
条
第
八

項
の
規
定
に
よ
る
許

可
証
の
記
載
事
項
の

変
更
の
許
可
に
関
す

る
こ
と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
十
一
号
を
削
り
、
同
項
の
第
十
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ

中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」

に
改
め
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら

第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
監
理
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

「
第
十
九
条
の
五
」
を
「
第
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
ニ
中
「
第
四
号
」

を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
資
材
製
造
業
者
等
に
対
す
る
勧
告
に
関
す

る
こ
と
。

別
表
第
一
監
理
課
の
項
の
第
一
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
を
同
欄
ハ
と
し
、
同
欄
に
イ
及
び
ロ

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
及
び
譲
受
け
の
認
可
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
合
併
の
認
可
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
分
割
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
相
続
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
都
市
計
画
課
の
項
の
第
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
協
議
等
」
を
「
協
議
」
に

改
め
、
同
表
建
築
住
宅
課
の
項
の
第
七
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三

十
九
条
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
長
の
項
の
第
一
号
ホ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」

を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
支
所
長
東
青
地
域
県
民
局
、
中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福

祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
及
び
こ
ど
も
相
談
総
室
長
西
北
地
域
県
民
局
、
上
北
地
域
県
民

局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
及
び
福
祉
こ
ど
も
総
室
長
三
八
地
域

県
民
局
、
西
北
地
域
県
民
局
及
び
上
北
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
農
村
整
備
事
務
担
当
の

次
長
西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
の
鰺
ケ
沢
町
駐
在
の
次
長
の
項
中
「
支
所
長
」
を

「
支
所
長

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
及
び
こ
ど
も
女
性
相
談
総

室
長

」

に
改
め
、
「
東
青
地
域
県
民
局
、
」
を
削
り
、
同
表
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
水
産
事
務

所
の
水
産
事
務
所
長
の
項
の
第
一
号
中
「
漁
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
業
及
び
青
森

県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
の
う
ち

漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
数
の
最
高
限
度
が
定
め
ら
れ
た
も
の
並
び
に
同
号
チ
か
ら
ル

ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
る
」
を
「
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三

十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
第
七
十
条
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
（
同
令
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
漁
業
法
第
五
十
七
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た

も
の
並
び
に
同
令
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
青
森
県
漁
業
調
整
規
則
第
四
条

第
一
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
」
に
、
「
次
号
」
を
「
第
四
号
」
に
、
「
漁
船
法

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
項
の
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

漁
業
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
七
十

条
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
（
同
令
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

ち
同
法
第
五
十
七
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
も
の
並
び
に
同
令
第
七
十
二

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
青
森
県
漁
業
調
整
規
則
第
四
条
第
一
項
第
十
二
号
か
ら

第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
担
当
区
域
外
の
海
域
又
は
内
水
面
に
係
る
漁
業
調
整
を

必
要
と
す
る
漁
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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イ

第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
起
業
の
認
可
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付
に

関
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長
の
項
の
第
七
号
を

削
り
、
同
項
の
第
六
号
中
「
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農

林
省
令
第
五
号
）
」
を
「
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第

三
条
」
を
「
第
百
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
漁
業
法
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
二
条

並
び
に
同
省
令
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
六
十

条
」
を
「
同
省
令
第
三
条
及
び
第
四
条
に
規
定
す
る
も
の
（
漁
業
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
許
可
及
び
起
業
の
認
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
省
令
第
十
条
」
に
、
「
に
限
る
」
を

「
を
除
く
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
七
号
と
し
、
同
項
の
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。六

漁
業
法
施
行
規
則
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
担
当
区
域
外
の
海
域
又
は
内
水
面
に
係
る

漁
業
調
整
を
必
要
と
す
る
採
捕
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
四
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

証
の
再
交
付
及
び
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長
の
項
の
第
八
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

青
森
県
漁
業
調
整
規
則
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す

る
省
令
第
七
十
条
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
（
同
令
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
の
う
ち
漁
業
法
第
五
十
七
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
も
の
並
び

に
同
令
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
同
規
則
第
四
条
第
一
項
第
十
二
号
か

ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
担
当
区
域
外
の
海
域
又
は
内
水
面
に
係
る
漁
業
調
整

を
必
要
と
す
る
漁
業
及
び
採
捕
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
写
し
の
交
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
証
の
写
し
の
返
納
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
捕
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
三
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
証
の
写
し
の
交
付
、
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
採

捕
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
並
び
に
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
る
採
捕
の
許
可
証
の
返
納
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
研
究
等
の
た
め
の
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
許
可

に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
三
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長
の
項
の
第
九
号
を

削
り
、
同
項
の
第
十
号
中
「
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
、
特
定
大
臣
許
可
漁

業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
及
び
青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規

則
」
を
「
漁
業
法
施
行
規
則
、
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
及
び
青
森
県
漁
業
調
整

規
則
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
九
号
と
す
る
。

別
表
第
四
中

「

を
」

「

に
、

」
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東
青
地
域
県
民

局
、
中
南
地
域
県

民
局
及
び
三
八
地

域
県
民
局
の
地
域

健
康
福
祉
部
長

当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総

室
長
又
は
こ
ど
も
相
談
総
室
長
（
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康

福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
及
び
こ
ど
も
相
談
総
室
長
が

不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健

総
室
、
福
祉
総
室
又
は
こ
ど
も
相
談
総
室
の
次
長
）

東
青
地
域
県
民
局

地
域
健
康
福
祉
部

長

当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総

室
長
又
は
こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
長
（
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域

健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
及
び
こ
ど
も
女
性
相
談

総
室
長
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康
福
祉

部
の
保
健
総
室
、
福
祉
総
室
又
は
こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
の
次
長
）

中
南
地
域
県
民
局

及
び
三
八
地
域
県

民
局
の
地
域
健
康

福
祉
部
長

当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総

室
長
又
は
こ
ど
も
相
談
総
室
長
（
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康

福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
及
び
こ
ど
も
相
談
総
室
長
が

不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健

総
室
、
福
祉
総
室
又
は
こ
ど
も
相
談
総
室
の
次
長
）



「
福
祉
総
室
長
、
」
を
「
福
祉
総
室
長
、
こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
長
、
」
に
、

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。

別
表
第
五
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
長
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
号
か

ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
一
項
第
十
三
号
の
二
ハ
に
掲
げ
る
事
務

別
表
第
五
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
長
の
項
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第

三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
同
表
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
の
項

中
第
三
十
七
号
を
第
三
十
八
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
一
項
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務
（
同
号
ハ
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
五
東
青
地
域
県
民
局
、
中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の

こ
ど
も
相
談
総
室
長
西
北
地
域
県
民
局
、
上
北
地
域
県
民
局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福

祉
部
の
福
祉
こ
ど
も
総
室
長
の
項
中
「
東
青
地
域
県
民
局
、
中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
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東
青
地
域
県
民

局
、
中
南
地
域
県

民
局
及
び
三
八
地

域
県
民
局
の
地
域

健
康
福
祉
部
の
保

健
総
室
長
、
福
祉

総
室
長
及
び
こ
ど

も
相
談
総
室
長

当
該
事
務
を
担
当

す
る
保
健
総
室
、

福
祉
総
室
又
は
こ

ど
も
相
談
総
室
の

次
長
（
当
該
事
務

を
担
当
す
る
保
健

総
室
、
福
祉
総
室

及
び
こ
ど
も
相
談

総
室
の
次
長
が
不

在
の
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
健
康
福

祉
部
長
の
承
認
を

得
て
地
域
健
康
福

祉
部
長
が
指
定
す

る
職
員
）

東
青
地
域
県
民
局

地
域
健
康
福
祉
部

の
保
健
総
室
長
、

福
祉
総
室
長
及
び

こ
ど
も
女
性
相
談

総
室
長

当
該
事
務
を
担
当

す
る
保
健
総
室
、

福
祉
総
室
又
は
こ

ど
も
女
性
相
談
総

室
の
次
長
（
当
該

事
務
を
担
当
す
る

保
健
総
室
、
福
祉

総
室
及
び
こ
ど
も

女
性
相
談
総
室
の

次
長
が
不
在
の
と

き
は
、
あ
ら
か
じ

め
健
康
福
祉
部
長

の
承
認
を
得
て
地

域
健
康
福
祉
部
長

が
指
定
す
る
職

員
）

中
南
地
域
県
民
局

及
び
三
八
地
域
県

民
局
の
地
域
健
康

福
祉
部
の
保
健
総

室
長
、
福
祉
総
室

長
及
び
こ
ど
も
相

談
総
室
長

当
該
事
務
を
担
当

す
る
保
健
総
室
、

福
祉
総
室
又
は
こ

ど
も
相
談
総
室
の

次
長
（
当
該
事
務

を
担
当
す
る
保
健

総
室
、
福
祉
総
室

及
び
こ
ど
も
相
談

総
室
の
次
長
が
不

在
の
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
健
康
福

祉
部
長
の
承
認
を

得
て
地
域
健
康
福

祉
部
長
が
指
定
す

る
職
員
）



局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
こ
ど
も
相
談
総
室
長
」
を

「
東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
長

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
こ
ど
も
相
談
総
室
長
」
に
改

め
、
同
表
十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
三
沢
支
所
の
支
所
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

事
務
委
任
規
則
第
六
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
（
同
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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